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観光庁では、日本版ＤＭＯの形成･確立を促進するため、日本版ＤＭＯ及び、 

その候補となりうる法人（日本版ＤＭＯ候補法人）を登録する制度を創設して 
います。 

 
   本年８月４日までに登録された１５７の日本版ＤＭＯ候補法人のうち、登録  

要件を満たす４１法人が１１月２８日付けで日本版ＤＭＯとして改めて登録さ 
れるとともに、併せて日本版ＤＭＯ候補法人についても、同日付けで１７法人 
が追加登録されました。  

 
このたび、この第一弾として登録された４１法人のうち広域連携 DMO とし  

て、一般社団法人山陰インバウンド機構も含まれています。 
 
 観光庁より、今後登録された法人及びこれと連携して事業を行う関係団体に 
対して、関係省庁が連携して支援を行うことで、日本版ＤＭＯを核とした観光 
地域づくりを推進していく方針が示されています。 
 
 一般社団法人山陰インバウンド機構では、このたびの本登録を機に、山陰に 
於ける観光によるまちづくり経営を一層推進してまいります。  

 
    

※別紙 観光庁発表資料参照 

 

 

 

 

 

 

 
 

【お問い合わせ先】  山陰インバウンド機構事務局  担当：市村、森本  
〒 693-0043 鳥取県米子市末広町 311 番地４階  
TEL： 0859-21-1502 FAX： 0859-21-1524 e-mail： sanindmo00@sage.ocn.ne.jp  

一般社団法人山陰インバウンド機構が 

日本版 DMO 第一弾登録されました！ 


